
建
設
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
建
設
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も

の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
国
土
交
通
大
臣
が
調
査
等
を
行
う
事
項
）

第
二
十
八
条
の
二

法
第
四
十
条
の
四
第
一
項
の
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
建
設
工
事
の
請

負
契
約
の
締
結
及
び
履
行
の
状
況
と
す
る
。

（
新
設
）

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
三
十
条

法
、
令
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国

土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

以
外
の
も
の
は
、
建
設
業
者
、
法
第
三
条
第
一
項

の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
譲
受
人
、
合
併

存
続
法
人
等
、
分
割
承
継
法
人
若
し
く
は
相
続
人

の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
法
第
七
条
第
二
号

ハ
、
法
第
十
五
条
第
二
号
ハ
若
し
く
は
第
七
条
第

一
号
ハ
の
認
定
若
し
く
は
法
第
二
十
七
条
第
五
項

の
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若

し
く
は
令
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合

格
を
取
り
消
さ
れ
た
者
の
住
所
地
又
は
建
設
業
者

団
体
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地

方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す

る
。
た
だ
し
、
法
第
十
九
条
の
六
第
二
項
か
ら
第

四
項
ま
で
（
同
項
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の

勧
告
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。）、
法
第
二
十
五
条

の
二
十
七
第
三
項
、
法
第
二
十
七
条
の
三
十
八
、

法
第
二
十
七
条
の
三
十
九
第
二
項
、
法
第
二
十
八

条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
七
項
、
法
第
二
十
九

条
、
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
、
法
第
二
十
九

条
の
三
第
三
項
、
法
第
二
十
九
条
の
四
、
法
第
三

十
一
条
第
一
項
、
法
第
四
十
条
の
四
第
一
項
（
調

査
の
結
果
の
公
表
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。）、
法

第
四
十
一
条
並
び
に
法
第
四
十
一
条
の
二
（
第
五

項
を
除
く
。）並
び
に
第
二
十
三
条
第
五
項
の
規
定

に
基
づ
く
権
限
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が

自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

第
三
十
条

法
、
令
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国

土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

以
外
の
も
の
は
、
建
設
業
者
、
法
第
三
条
第
一
項

の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
譲
受
人
、
合
併

存
続
法
人
等
、
分
割
承
継
法
人
若
し
く
は
相
続
人

の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
法
第
七
条
第
二
号

ハ
、
法
第
十
五
条
第
二
号
ハ
若
し
く
は
第
七
条
第

一
号
ハ
の
認
定
若
し
く
は
法
第
二
十
七
条
第
五
項

の
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若

し
く
は
令
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合

格
を
取
り
消
さ
れ
た
者
の
住
所
地
又
は
建
設
業
者

団
体
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地

方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す

る
。
た
だ
し
、
法
第
十
九
条
の
六
第
二
項
か
ら
第

四
項
ま
で
（
同
項
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の

勧
告
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。）、
法
第
二
十
五
条

の
二
十
七
第
三
項
、
法
第
二
十
七
条
の
三
十
八
、

法
第
二
十
七
条
の
三
十
九
第
二
項
、
法
第
二
十
八

条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
七
項
、
法
第
二
十
九

条
、
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
、
法
第
二
十
九

条
の
三
第
三
項
、
法
第
二
十
九
条
の
四
、
法
第
三

十
一
条
第
一
項
、
法
第
四
十
一
条
並
び
に
法
第
四

十
一
条
の
二
（
第
五
項
を
除
く
。）並
び
に
第
二
十

三
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
に
つ
い
て

は
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な

い
。

一
〜
十
二

（
略
）

一
〜
十
二

（
略
）

十
三

法
第
四
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

同
項
の
調
査
の
結
果
を
公
表
し
、
並
び
に
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
中
央
建
設
業
審
議
会
に

対
し
当
該
調
査
の
結
果
を
報
告
し
、
及
び
そ
の

求
め
に
応
じ
て
説
明
を
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

十
四
〜
十
六

（
略
）

十
三
〜
十
五

（
略
）

十
七

令
第
四
十
二
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
指

定
す
る
こ
と
。

十
六

令
令
第
四
十
二
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

指
定
す
る
こ
と
。

十
八
〜
二
十
五

（
略
）

十
七
〜
二
十
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
国
土
交
通
省
令
第
八
十
三
号

建
設
業
法
及
び
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六

年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
四
十
条
の
四
第
一
項

及
び
第
四
十
四
条
の
三
並
び
に
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
第
二
百
八
条
第
六
項
及

び
第
二
百
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、建
設
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫
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（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
建
設
業
法
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

１

こ
の
省
令
は
、
建
設
業
法
施
行
の
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
係
る
経
営
事
項
審

査
の
受
審
の
特
例
）

２

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
際
し
災
害
救
助
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ

れ
た
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害
発
生

市
町
村
の
区
域
（
石
川
県
の
区
域
に
限
る
。）内
に

主
た
る
営
業
所
を
置
く
建
設
業
者
で
あ
つ
て
、
事

業
年
度
が
令
和
五
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
六

年
八
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
も
の
に
つ

い
て
の
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お

け
る
第
十
八
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
条
中
「
同
項
の
建
設
工
事
に
つ
い
て
発
注

者
と
請
負
契
約
を
締
結
す
る
日
の
一
年
七
月
前
の

日
」
と
あ
る
の
は
、「
令
和
四
年
十
月
二
十
八
日
」

と
す
る
。

（
地
方
整
備
局
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
整
備
局
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
建
政
部
の
所
掌
事
務
）

（
建
政
部
の
所
掌
事
務
）

第
七
条

建
政
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。

第
七
条

建
政
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

建
設
業
の
許
可
、
建
設
業
者
の
経
営
事
項
審

査
、
建
設
業
者
の
指
導
及
び
監
督
並
び
に
建
設

業
法
第
四
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調

査
に
関
す
る
こ
と
。

二

建
設
業
の
許
可
、
建
設
業
者
の
経
営
事
項
審

査
並
び
に
建
設
業
者
の
指
導
及
び
監
督
に
関
す

る
こ
と
。

三
〜
四
十
四

（
略
）

三
〜
四
十
四

（
略
）

（
建
設
業
適
正
契
約
推
進
官
）

（
建
設
業
適
正
契
約
推
進
官
）

第
三
十
八
条
の
二

建
政
部
に
、
建
設
業
適
正
契
約

推
進
官
一
人
を
置
く
。

第
三
十
八
条
の
二

建
政
部
に
、
建
設
業
適
正
契
約

推
進
官
一
人
を
置
く
。

２

建
設
業
適
正
契
約
推
進
官
は
、
命
を
受
け
て
、

建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
適
正
化
に
関
す
る
事
務

の
う
ち
、
建
設
業
者
の
指
導
及
び
監
督
並
び
に
建

設
業
法
第
四
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調

査
に
関
す
る
事
務
並
び
に
建
設
業
法
に
基
づ
く
建

設
工
事
の
発
注
者
に
対
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
事

務
で
重
要
事
項
に
関
す
る
も
の
を
整
理
す
る
。

２

建
設
業
適
正
契
約
推
進
官
は
、
命
を
受
け
て
、

建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
適
正
化
に
関
す
る
事
務

の
う
ち
、
建
設
業
者
の
指
導
及
び
監
督
に
関
す
る

事
務
並
び
に
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
工
事
の
発

注
者
に
対
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
事
務
で
重
要
事

項
に
関
す
る
も
の
を
整
理
す
る
。

（
計
画
・
建
設
産
業
課
の
所
掌
事
務
）

（
計
画
・
建
設
産
業
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
一
条

計
画
・
建
設
産
業
課
は
、
次
に
掲
げ

る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
八
十
一
条

計
画
・
建
設
産
業
課
は
、
次
に
掲
げ

る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

建
設
業
の
許
可
、
建
設
業
者
の
経
営
事
項
審

査
、
建
設
業
者
の
指
導
及
び
監
督
並
び
に
建
設

業
法
第
四
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調

査
に
関
す
る
こ
と
。

三

建
設
業
の
許
可
、
建
設
業
者
の
経
営
事
項
審

査
並
び
に
建
設
業
者
の
指
導
及
び
監
督
に
関
す

る
こ
と
。

四
〜
二
十
五

（
略
）

四
〜
二
十
五

（
略
）

（
北
海
道
開
発
局
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

北
海
道
開
発
局
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
二
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
事
業
振
興
部
の
所
掌
事
務
）

（
事
業
振
興
部
の
所
掌
事
務
）

第
二
条

事
業
振
興
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。

第
二
条

事
業
振
興
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。

一
〜
三
十
八

（
略
）

一
〜
三
十
八

（
略
）

三
十
九

建
設
業
の
許
可
、
建
設
業
者
の
経
営
事

項
審
査
、
建
設
業
者
の
指
導
及
び
監
督
並
び
に

建
設
業
法
第
四
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
九

建
設
業
の
許
可
、
建
設
業
者
の
経
営
事

項
審
査
並
び
に
建
設
業
者
の
指
導
及
び
監
督
に

関
す
る
こ
と
。

四
十
〜
五
十
七

（
略
）

四
十
〜
五
十
七

（
略
）

（
建
設
産
業
課
の
所
掌
事
務
）

（
建
設
産
業
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
九
条

建
設
産
業
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
十
九
条

建
設
産
業
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

建
設
業
の
許
可
、
建
設
業
者
の
経
営
事
項
審

査
、
建
設
業
者
の
指
導
及
び
監
督
並
び
に
建
設

業
法
第
四
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調

査
に
関
す
る
こ
と
。

二

建
設
業
の
許
可
、
建
設
業
者
の
経
営
事
項
審

査
並
び
に
建
設
業
者
の
指
導
及
び
監
督
に
関
す

る
こ
と
。

三
〜
十
八

（
略
）

三
〜
十
八

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
建
設
業
法
及
び
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 第号官 報




